
ふるさと川・海応援団支援
補助金制度改正のお知らせ
令和８年度から補助金の継続申請が可能になります！

第１段階（現行） 第２段階 第３段階

最大受給
回数

美化：３回まで
愛護：３回まで

あわせて３回まで 制限なし

申請可能
年度

前回交付年度の
翌年度以降に申請可

前回交付年度の
２年度以降に申請可

前回交付年度の
３年度以降に申請可

補助金
上限額

美化：１万円(10/10)
愛護：１０万円(1/2)

美化・愛護あわせて１万円
(10/10)

同左

条 件 ボランティア団体の登
録(美化のみ)

下記に記載
同左

次段階
への移行

美化または愛護の補助
金３回受給で第２段階
へ移行

第２段階の補助金３回
受給で第３段階へ移行

ー

いずれかの条件を満たせばOK！

令和７年３月までに補助金を３回まで受給したことがある場合

詳しくは富
山県HPを
ご覧くださ
い。☞

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21

ー ー ー ー ー ー ー ー

「 」は補助金受給した年
「ー」は補助金申請不可

第２段階 第３段階

【問合せ先】富山県土木部河川課（TEL:076-444-3324）

①40歳以下の参加

 (1名以上)

たとえば…

各年ごとに補助金の申請が可能です！

条件を満たすためには？

NEW! NEW!

ふるさと川・海応援団 検索

②交流会、地域祭り、

防災訓練等のイベントを

併せて実施

③広報誌、公民館等への展示、

SNSやHP等で活動成果を情報発信
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